
基本目標 施策の方向性 № 重点的取組み 担当課

1
幼稚園・保育所（園）・小学校の
連携

子ども政策課
幼児保育課
各学校（指導課）

2 認定こども園の推進 幼児保育課　

3
放課後子ども総合プランの策
定

子育て支援課　

4・5
環境資源（自然・文化・歴史）を
活かした取組みの拡充
小中高の居場所づくり

子どもわかもの課　

6 学習支援、就労支援の充実
子どもわかもの課
生活支援一課

7 子どもの参画の機会の推進 子どもわかもの課　

8
社会適応の難しい青少年への
支援の充実

子どもわかもの課　

子育ての充実感
を持つことができ
る

9
出産・子育てを想像できる機会
の確保

子育て支援課
幼児保育課
子どもわかもの課
子ども家庭相談課（母子保健担当室）

10 ひとり親家庭への支援の充実
子育て支援課
子ども家庭相談課
生活支援一課

11
障害のある子どもを持つ家庭
への支援の充実

障害福祉課
健康福祉会館（こども発達センター）

12 子どもの虐待予防・対策の強化 子ども家庭相談課

13
妊娠・出産・子育てまでの切れ
目のない支援体制の充実

子育て支援課
子ども家庭相談課（母子保健担当室）

子育てと仕事を
両立することがで
きる

14 待機児童の解消 幼児保育課　

15
学校を中心とした家庭と地域の
連携

子どもわかもの課
生涯学習推進課

16
子育て支援団体間の協働に向
けた取組みの充実

子育て支援課
子どもわかもの課
障害福祉課

17 子どもを支援する人材の育成 子育て支援課　

松戸市子ども総合計画　重点的取組み事項に関する進捗状況

【子どもの力】

子どもの権利
が尊重され、
心豊かに育つ
ことができる

【家庭の力】

家庭の子育
て力が向上
し、安心して
子育てができ
る

【地域の力】

地域の特色と
活力を生か
し、子どもと家
庭を支える

子どもが心身とも
に健やかに成長
することができる

子どもが自分を
信じる力をもてる

親の不安を軽減
する

子どもからつなが
る地域づくり
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15 幼・保・小の情報交換会

16
就学接続期保育に関す
る研究

17 年長児童の小学校見学

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

幼・保・小の情報交換会
幼・保・小の情報交換会
の実施　（計６か所）

幼・保・小の情報交換会
の実施（計９か所）
担当者間の相互訪問の
実施

就学接続期保育に関す
る研究

就学接続期保育に関す
る研究

幼稚園・保育所による
共同研究開始

年長児童の小学校見学
年長児童の学校見学の
実施

平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

幼・保・小の情報交換会

２地区実施

本町・栄町地区（1/27）
【参加】
小学校        ３校
保育所（園）　７所
幼稚園　　　　２園
【対象】施設長等
小金地区（3/11）
【参加者】
小学校　　　  ３校
保育所（園）　３所
幼稚園　　　　３園
【対象】
・小学校：小学１年生の
担任など
・保育所（園）・幼稚園：
５歳児クラスの担任など

指導課及び幼児保育課
と今後の進め方につい
て協議。

３地区実施

【実施地区・参加施設】
・東部・東松戸地区
 平成30年1月18日実
施
 13施設、計22名参加
・新松戸・西馬橋地区
 平成30年1月30日実
施
 17施設、計27名参加
・常盤平地区
 平成30年2月6日実施
 14施設、計23名参加

【対象】
・管理職等

未実施地区での開催及
び開催時期の検討

就学接続期保育に関す
る研究

幼児保育課にて、就学
に向けたアプローチカリ
キュラム研究をプロジェ
クトを継続実施。

アプローチカリキュラム
の土台となる「就学前学
びのプログラム」の完
成。

アプローチカリキュラム
の活用をし、保育の研
究を実施。

アプローチカリキュラムを
活用し、保育の実践に
役立てていく。

年長児童の小学校見学

年度末に予定 ●近隣小学校との連携
のもと、５歳児の小学校
訪問を実施。
・１年生の授業の参観ま
たは１年生との交流
・特別教室（理科室・図
書室・家庭科室等）の見
学

●近隣小学校との連携
のもと、５歳児の小学校
訪問を実施。
・１年生の授業の参観ま
たは１年生との交流
・特別教室（理科室・図
書室・家庭科室等）の見
学

継続して連携を取り合っ
ていく。

１　幼・保・小の情報交換会
平成25年度
2地区（本庁3施設・北松戸2施設）で幼稚園と公立保育所の施設見学及び情報交換を実施。保育課及び子育て支援課参
加。
平成26年度
4地区（本庁4施設・北松戸4施設・新松戸5施設・八柱7施設）
幼稚園、民間保育園、公立保育所の施設見学及び情報交換会を実施。幼児保育課参加。

２　就学接続期保育に関する研究
　　平成26年度途中から就学前のアプローチカリキュラム研究プロジェクトを発足させ研究開始。

３　年長児童の小学校見学
　　平成26年度　公立保育所17ヶ所において近隣の小学校見学を実施。

内　容

幼稚園、保育所（園）、小学校の職員間の情報交換の機会や相互の施設見学、参観等を実施します。

地域の幼稚園、保育所（園）において、就学接続期の保育について研究を実施します。

幼稚園、保育所（園）の年長児童の小学校見学の機会をつくっていきます。

実績

計画

具体的事業

計画策定時の状況

具体的事業

事　業

重点的取組み１

担当課

対象者

幼稚園・保育所（園）・小学校の連携

重点的取組み１

基本目標 子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる

施策の方向性 子どもが心身ともに健やかに成長することができる

施　策 幼保小が連携し、子どもの育ちを支える

子ども政策課・幼児保育課・各学校（指導課）

未就学児及び小学生

資料１
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18
認定こども園の研究と推
進

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

認定こども園の研究 認定こども園の研究 実施施設間の交流
認定こども園

連絡協議会の発足
認定こども園

連絡協議会の実施

認定こども園の推進
認定こども園の推進・拡

大
（1ヶ所）

（計23ヶ所）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

認定こども園の研究

庁内のプロジェクトにおい
て、既存施設からの移
行プランや教育・保育内
容について研究を継続
実施。

認定こども園についての
研修に参加し、認定こど
も園について研究を進
めている。

認定こども園についての
研修や視察に参加し、
認定こども園について研
究を進めている。

認定こども園についての
研修や視察により理解
を深めるとともに、その
特徴を活かした児童の
受入を諮っていく。

認定こども園の推進

H28に幼保連携型認定
こども園１園新設、保育
園から幼保連携型認定
こども園に１園移行す
る。

幼稚園から１園、幼稚
園型認定こども園に移
行。
保育園から１園、幼保
連携型認定こども園に
移行。

保育園から１園、幼保
連携型認定こども園に
移行。

幼稚園から認定こども園
への移行を推進したい
が、進んでいない。
当面は預かり保育の拡
充で対応していく。

具体的事業

計画

事　業

計画策定時の状況
１　認定こども園の研究と推進
　　H26年度途中よりプロジェクトを発足し、認定こども園に関する研究を開始。

具体的事業 内　容

幼稚園と保育所などが、就学前の子どもの教育・保育を一体的に行う認定こども園について、教育・保育内容や運営等につい
て研究、推進を図ります。
保護者の就労状況などに関わらず、子どもが地域で継続して通うことができる認定こども園の普及に努めます。平成31年度ま
でに23ヶ所の幼稚園・保育所（園）等から認定こども園への転換を図ります。

重点的取組み２ 認定こども園の推進

担当課 幼児保育課

対象者 未就学児

施　策 幼保小が連携し、子どもの育ちを支える

重点的取組み２

基本目標 子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる

施策の方向性 子どもが心身ともに健やかに成長することができる

3
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放課後児童クラブ
（放課後児童健全育
成事業）の運営基準
による体制整備

放課後ＫＩＤＳルー
ムの拡充と放課後児
童クラブとの一体的
な推進（一体型の放
課後児童クラブ及び
放課後ＫＩＤＳルー
ム）

放課後児童クラブ及
び放課後ＫＩＤＳ
ルームに携わる職員
の質の向上に向けた
取組み

小学校余裕教室等の
放課後児童クラブ及
び放課後ＫＩＤＳ
ルームの活用

放課後子ども総合プ
ランの実施に係る教
育委員会と子ども部
の具体的連携

放課後児童クラブの
開所時間延長

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

一体型の放課後児童ク
ラブ・放課後ＫＩＤＳルー
ムの推進（新設校含む）
放課後ＫＩＤＳルームの
整備
　
　　　　　（計14校） （計17校） （計20校） （計23校） （計26校）
放課後児童クラブの
既存施設拡充
　　　（4か所）

　

　　　（4か所）

放課後児童クラブの
新規開設（新設校で
の放課後ＫＩＤＳ
ルームとの一体型・1
か所）
※市内全45校に設置

　
　
　　　（4か所）

放課後児童クラブの
学校内移設（2か所）

（4か所） （2か所）

放課後児童クラブ及
び放課後ＫＩＤＳ
ルームに携わる職員
の質の向上に向けた
取組み

放課後児童支援員・
補助員の研修制度構
築

研修の実施

放課後児童クラブの
開所時間延長

放課後児童クラブの
開所時間延長

計画

16

放課後ＫＩＤＳルー
ムの拡充と放課後児
童クラブとの一体的
な推進（一体型の放
課後児童クラブ及び
放課後ＫＩＤＳルー

ム）

具体的事業

一体型の放課後児童クラブ・放課後ＫＩＤＳルームの実施を図ります。活動室内での遊びや読書、学習支援だけでなく校庭や体
育館でのスポーツなど、放課後児童クラブと放課後ＫＩＤＳルーム共通の活動プログラムを実施します。活動プログラムの企画・
実施にあたって、学校・事業者（コーディネーター）・地域による運営委員会など学校区毎の定期的な打合せの場を設け、関係
者全ての連携により子どもたちの活動プログラムの充実を図ります。一体型推進のため、放課後ＫＩＤＳルームの活動内容の充
実と開設校数の増加を目指します。

放課後児童支援員、補助員の研修や放課後ＫＩＤＳルームスタッフの研修を実施し、職員の質の向上に努めます。

放課後児童クラブの施設の拡充及び放課後ＫＩＤＳルームの新規拡大について、学校施設の活用等について教育委員会と協
議します。また、図書室等の他、校庭や体育館等の一時利用の促進を図ります。

総合教育会議を活用し、総合的な放課後対策（放課後子ども総合プラン）について協議し推進を図ります。

全ての放課後児童クラブで午後７時までの開所延長を継続的に実施していきます。

計画策定時の状況

放課後児童クラブ　全４４ヶ所
<設置場所>
余裕教室３１ヶ所,学校敷地内１１ヶ所,公共用地１ヶ所,借家(無償)１ヶ所
<運営法人>
社会福祉法人６法人(計18施設),NPO法人5法人(計26施設)
放課後ＫＩＤＳルーム　全10ヶ所
<運営法人>
社会福祉法人６法人(計6施設),NPO法人2法人(計4施設)

具体的事業 内　容

条例に基づく運営法人の指導監督と補助事業の推進を図ります。また、利用児童の見込み量に応じて放課後児童クラブの施
設拡充を図ります。校外施設の学校内への移設を推進します。小学校の新設に伴い放課後児童クラブ（放課後ＫＩＤＳルームと
の一体型）を新規開設します。第三者評価により、放課後児童健全育成事業の運営の評価・改善ができる体制を整えます。

重点的取組み３ 放課後子ども総合プランの策定

担当課 子育て支援課

対象者 小学生

施　策 放課後に過ごせる場をつくる

重点的取組み３

基本目標 子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる

施策の方向性 子どもが心身ともに健やかに成長することができる

4
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

一体型の放課後児童ク
ラブ・放課後ＫＩＤＳルー
ムの推進
→２校で実施

放課後ＫＩＤＳルームの
整備
→平成２７年１２月より２
校開設（現在１２校）

一体型の放課後児童ク
ラブ・放課後ＫＩＤＳルー
ムの推進
→6校で実施

放課後ＫＩＤＳルームの
整備
→平成28年11月より2
校開設
→平成29年　2月より2
校開設（現在17校）

放課後ＫＩＤＳルームの
整備
→平成29年　2月より2
校開設
→平成29年　9月より3
校開設（現在20校）

一体型の放課後児童ク
ラブ・放課後KIDSルー
ムの推進
→引き続き一体型の放
課後児童クラブ、放課
後KIDSルームの拡大を
推進するため、実施校と
協議を進めていく。

放課後KIDSルームの整
備
→平成30年度は3校開
設予定。
【課題】
・実施施設の確保(教育
委員会との連携強化)

放課後児童クラブの既
存施設拡充
→学校内教室等借用
2ヶ所
　学校敷地外借家
2ヶ所

放課後児童クラブの既
存施設拡充
→学校内教室等借用
6ヶ所
　学校敷地外借家
1ヶ所

放課後児童クラブの既
存施設拡充
→学校敷地内施設
1ヶ所

放課後児童クラブの利
用児童数の増加に伴う
既存施設の拡充
→施設基準を確保する
ため、学校教室等の借
用を進めていく。同時
に、学校敷地外の空き
家・借家も検討。整備以
外にも、老朽化に対する
修繕等も発生している。

放課後児童クラブ及び
放課後ＫＩＤＳルームに
携わる職員の質の向上
に向けた取組み

放課後児童支援員(全
クラブ対象)
→松戸市子育て支援施
策、放課後子ども総合
プラン、障害児対応研
修等

放課後児童支援員認
定資格研修(県実施)
→支援員対象、12名参
加

子育て支援員研修
→補助員対象、専門研
修実施

放課後児童支援員(全
クラブ対象)
→障害児対応研修（発
達の気になる子への支
援）
→ハラスメント研修（子ど
もの人権を考える）

放課後児童支援員認
定資格研修(県実施)
→支援員対象、76名参
加（前期38名・後期38
名）

子育て支援員研修
→補助員対象、専門研
修実施

放課後児童支援員(全
クラブ対象)
→障害児対応研修(制
度と手続きの流れ)

放課後児童支援員認
定資格研修(県実施)
→支援員対象、35名参
加（前期22名・後期13
名）

子育て支援員研修
→補助員対象、専門研
修実施

放課後児童支援員研
修(全クラブ対象)
→障害児対応研修につ
いては、障害福祉課の
職員に依頼。今後も支
援員等のスキルアップを
図る。

放課後児童クラブの開
所時間延長

平成27年度より、平日
19時まで開設
(松戸市放課後児童クラ
ブ運営指導要綱)

平成27年度より、平日
19時まで開設
(松戸市放課後児童クラ
ブ運営指導要綱)

平成27年度より、平日
19時まで開設
(松戸市放課後児童クラ
ブ運営指導要綱)

平成27年度に要綱を改
正し、全ての施設で平
日19時まで開設。今後
も継続していく。
【課題】
延長料金の有無。

放課後ＫＩＤＳルームの
拡充と放課後児童クラ
ブとの一体的な推進

（一体型の放課後児童
クラブ及び放課後ＫＩＤＳ

ルーム）

事　業

実績

5
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20 こどもの遊び場

21
29

児童福祉館事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

こどもの遊び場の
整備・拡充
　　　　　（１か所）

こどもの遊び場の
整備・拡充
　　　　　（1か所）

こどもの遊び場の
整備・拡充
　　　　　（2か所）

冒険こどもの
遊び場
　　　　　（1か所）

「冒険こどもの遊び場」
の充実

児童福祉館
事業

児童館機能施設の
整備
　　　　　（1か所）

児童館機能施設の
整備
　　　　　（1か所）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

こどもの遊び場の
整備・拡充
（１か所）

「農園こどもの遊び場」を
6月・11月・1月に開催。
内容：
矢切ねぎとさつま芋の植
付体験（6月）
矢切ねぎの土寄せ体験
（11月）
矢切ねぎの収穫体験（1
月）
会場：
坂下ほんでんこどもの遊
び場
参加者数：
45名（6月）・46名（11
月）・71名（1月）

「農園こどもの遊び場」を
6月・11月・1月に開催。
内容：
矢切ねぎの植付体験
（6月）
矢切ねぎの土寄せ体験
（11月）
矢切ねぎの収穫体験
（1月）
会場：
坂下ほんでんこどもの遊
び場
参加者数：
41名（6月）・22名（11
月）・30名（1月）

「農園こどもの遊び場」
事業については、地域
の特色を生かした事業と
して、文化や歴史を学
ぶことができるよう、地
元の青少年相談員矢切
支部と合同で運営する
事業として検討していく。

「冒険こどもの遊び場」を
8月と３月に計６回実
施。
内容：自然体験活動
等。
参加者数：延べ約３５０
人
会場：21世紀の森と広
場内森の工芸館周辺

「冒険こどもの遊び場」を
8月と３月に計６回実
施。
内容：自然体験活動
等。
参加者数：延べ約530
人
会場：21世紀の森と広
場内森の工芸館周辺

「冒険こどもの遊び場」
は、過去２年間も同時
開催としてきた野菊野こ
ども館の「森のこども館」
事業と合併し、今後も継
続していく。

「冒険こどもの遊び場」
は、過去２年間も同時
開催としてきた野菊野こ
ども館の「森のこども館」
事業と合併し、今後も継
続していく。

計画

事　業

実績

18歳までの子ども達が自由に過ごしたり活動したり、楽しい体験ができるように、市内1ヶ所の児童福祉館と2ヶ所のこども館を開
設しています。今後は、児童館機能をもった施設の拡充と事業の充実を図ります。

こどもの遊び場

こどもの遊び場

具体的事業

計画策定時の状況
１　こどもの遊び場　      49箇所（平成26年度末現在）
２　児童福祉館　　  　     3館（うち、こども館　2館）

具体的事業 内　容

こどもの遊び場の整備と活用の検討を図り、緑化、公園関係、NPOや地域活動団体との連携による公園や地域の雑木林を生
かした「冒険こどもの遊び場」等を整備します。

重点的取組み４・５
環境資源（自然・文化・歴史）を活かした取組みの拡充
小中高の居場所づくり

担当課 子どもわかもの課

対象者
１　こどもの遊び場　　　幼児（保護者）・小学生
２　児童福祉館事業　 　０歳～18歳未満

施　策
子どもが自然や多様な文化に触れる機会をつくる
子どもが自由に活動できる居場所をつくる

重点的取組み４・５

基本目標 子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる

施策の方向性 子どもが心身ともに健やかに成長することができる

6
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児童福祉館
事業

候補地等について検
討。

候補地等について検
討。

公共施設等を中心に児
童館機能の整備を検討

単独施設だけでなく、公
共施設等を活用した、
児童館機能との実現が
課題

7
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68
子どもの学習支援
（生活困窮者対象）

71 ゲットユアドリーム事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子どもの学習支援（生活
困窮者対象）

子どもの学習支援の実
施
　　　（2か所　60人）

子どもの学習支援の実
施
　　　（3か所　90人）

ゲットユアドリーム事業

具体的事業

計画

ゲットユアドリーム事業の充実と就労体験、学校と
の連携の強化

地域社会で活躍するさまざまな職業や経歴の大人たちと触れ合い、生き方や働き方の多様性に気づくことにより子どもが自らの
可能性を信じて成長することを支援しています。

重点的取組み６ 学習支援、就労支援の充実

担当課 子どもわかもの課・生活支援一課

対象者
1 子どもの学習支援             生活困窮者

2 ゲットユアドリーム事業        松戸市内在住・在学の中学生から高校生

計画策定時の状況

1　子どもの学習支援 （生活困窮者対象）
　　子どもの居場所提供及び学習支援、カウンセリングを生活保護需給世帯の中学生に実施。新松戸地区　定員30名

２　ゲットユアドリーム事業
　「松戸市次世代育成支援行動計画（後期計画）」に「仮称若者塾」として位置づけられたことをきっかけに展開され、現代の中
高生に対し、自らの将来について真剣に考える場を　　提供するものとなっている。
平成23年度より3年間協働事業のモデル事業として実施され、平成26年度からは委託事業となり、継続して実施している。

具体的事業 内　容

「貧困の連鎖」を防止するとともに健全な育成を目的として、子どもの居場所提供及び学習支援、カウンセリングを実施していま
す。

施　策 子どもの学びや体験の機会を増やす

重点的取組み６

基本目標 子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる

施策の方向性 子どもが心身ともに健やかに成長することができる

8
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

ゲットユアドリーム事業
子どもの学習支援の実
施
（2か所　60人）

平成28年度2回実施
第1回　平成28年10月
8日（土）
参加者：11名（公募）
講師　 ：消防士、知的
障がい者施設生活指導
員等他2名
会場   ：女性センターゆ
うまつど　4階ホール

第2回　平成29年1月
14日（土）
参加者：93名（根木内
中学校1年生）
講師　 ：
アナウンサー、保育士、
看護師、たたみ職人等
他8名
会場　 ：根木内中学校

平成29年度2回実施
第1回　平成29年10月
26日（木）
参加者：全1学年（106
人）
講　師：ダンスインストラ
クター等
９名
会　場：根木内中学校

第2回　平成30年1月
27日（土）
参加者：全1学年（
人）
講　師：介護職等　12
名
会　場：古ヶ崎中学校

学校等のニーズに応じ
た実施校の拡大

＜定員＞290名
・小学生定員80名
（松戸地区20名　新松
戸地区20名　常盤平地
区20名　六実地区20
名）
・中学生定員180名
（松戸地区60名　新松
戸地区60名　常盤平地
区30名　六実地区30
名）
・高校生定員３０名（松
戸地区のみ）
＜対象＞
生活保護受給世帯、就
学援助受給世帯、児童
扶養手当受給世帯等の
小学5，6年生、中学
生、高校生（概ね18歳
以下で高等学校等への
進学を目指すものを含
む。）
＜登録人数＞（決算見
込）
　270名（小学生59名
中学生180名　高校生
31名）
＜参加者延べ人数＞
（決算見込)
　学習支援：11,677名
（小学生2,500名、中学
生8,459名、高校生718
名）
　居場所専用：2,057名
　カウンセリング：61名
＜開催日数＞（決算見
込）
　1,040回（小学生445
回　中学生548回　高
校生47回）

①子どもが通いやすい
範囲での会場設定を考
えると、会場数が不足し
ていることから、平成30
年度に1会場を増設す
る。

②平成29年度は高校
生クラスを試行的に週1
回で始めたが、学力向
上を図るための指導時
間が不足していることか
ら、開催回数を週1回か
ら2回に増やす。

③平成29年度は千葉
県立高校入試の模擬試
験受験を試行的に年1
回で始めたが、試験結
果を指導に活かすため
には回数が不足してお
り、年2回に増やす。

事　業

実績

子どもの学習支援（生活
困窮者対象）

定員９０名（松戸地区
60名　新松戸地区　30
名）
＜対象＞
生活保護需給世帯、就
学援助需給世帯、児童
扶養手当受給世帯等の
中学生
＜登録人数＞
１０８名（松戸地区　７1
名　新松戸地区　３7
名）
＜参加者延べ人数＞
（決算見込)
学習支援     ：2,900名
居場所作り   ：     90名
カウンセリング：     40名
＜開催日数＞（決算見
込）
297回

中学生定員１５０名
（松戸地区60名　新松
戸地区60名　常盤平地
区30名）
小学生定員９０名
（松戸地区30名　新松
戸地区30名　常盤平地
区30名）
＜対象＞
生活保護受給世帯、就
学援助受給世帯、児童
扶養手当受給世帯等の
小学５，６年生および中
学生
＜登録人数＞（決算見
込）
　１９５名（小学生４５名
中学生１５０名）
【松戸地区　８２名　（小
学生１９名　中学生６３
名）
　新松戸地区６２名（小
学生９名　　中学生５３
名）
　常盤平地区５１名（小
学生１７名　中学生３４
名）】
＜参加者延べ人数＞
（決算見込)
　学習支援     ：6,000
名（小学生：1,200名、
中学生4,800名）
　居場所作り   ：120名
（小学生0名、中学生
120名）
　カウンセリング：10名
（小学生0名、中学生10
名）
＜開催日数＞（決算見
込）
　７３０回
【松戸地区　　325回
（小学生163回　中学生
162回）
　新松戸地区216回（小
学生22回　　中学生
194回）
　常盤平地区189回（小
学生92回　　中学生97
回）】
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73

74

こどもフォーラム事業

こどもモニター事業

76 児童福祉館事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子どもﾌｫｰﾗﾑ事業
子どもﾓﾆﾀｰ事業

こどもﾌｫｰﾗﾑ
こどもﾓﾆﾀｰの実施

施策として実現
こどもﾌｫｰﾗﾑ
こどもﾓﾆﾀーの実施

施策として実現

児童福祉館事業
児童館機能施設の整備
　　　　　（１か所）

児童館機能施設の整備
　　　　　（１か所）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

子どもﾌｫｰﾗﾑ事業
子どもﾓﾆﾀｰ事業

こどもモニター事業は、
施設見学会やこども新
聞編集会議、地域間交
流会など計13回の活動
を実施。

まつど・こどもフォーラム
2015「児童館について
みんなで考えよう！」
第1回　施設見学（港区
麻布子ども中高生プラ
ザ）
平成28年1月30日（土）
参加者22名

第2回　ワークショップ及
び市長への報告（松戸
市女性センター　ゆうま
つど）
平成28年2月6日（土）
参加者22名

こどもモニター事業は、
施設見学会やこども新
聞編集会議、地域間交
流会など計13回の活動
を実施。

まつど・こどもフォーラム
2016
テーマ：夢を実現するに
は？
　～みんなで夢について
考えよう！～
内容  ：
ワークショップ及び市長
報告
日時  ：平成28年1月
30日（土）
参加者：28名
場所　 ：女性センターゆ
うまつど4階ホール

こどもモニター事業は、
施設見学会やこども新
聞編集会議、地域間交
流会など計１３回の活動
を実施。

今年度より、「子ども夢
フォーラム」の中で、発
表を実施。
テーマ：理想の居場所
内容：
施設見学やワークショッ
プで、検証してきたもの
を副市長に報告
日時：平成30年2月3日
(土）
参加者：17名
場所：松戸市民劇場

子どもの参画を保障す
る事業としてプログラム
の見直しが必要。子ども
たちの意見を反映させる
仕組みづくりを検討す
る。
29年度までは、小学生
モニターについては、市
子連（13地区）より一人
ずつ選任をしてもらって
いたが、30年度より市子
連からの選任を見直す
事となった。この事か
ら、選任方法が課題とな
る。

児童福祉館事業

候補地等について検
討。

候補地等について検
討。

公共施設等を中心に児
童館機能の整備を検討

単独施設だけでなく、公
共お施設等を活用し、
児童館機能との実現が
課題

施　策 子どもが積極的に参画、活動できる機会をつくる

重点的取組み７

基本目標 子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる

施策の方向性 子どもが自分を信じる力をもてるる

重点的取組み７ 子どもの参画の機会の推進

担当課 子どもわかもの課

対象者

１　こどもフォーラム事業・こどもモニター事業
　　【こどもモニター　35名】
　　子ども会（市内13地区）から小学校6年生13名
　　市内の公立私立の中学校から中学校2年生22名
　　【こどもフォーラム　市内在住・在学の小学生～高校生】

２　児童福祉館事業
　　０歳～18歳未満

１　こどもフォーラム事業　こどもモニター事業
　　こどもモニターは「こども祭り」の運営協力や「子ども新聞の作成」など1年間を通して計12回の活動を実施。
　　こどもフォーラムでは「児童館の活用方法について」をテーマに、1月に墨田区と松戸市の児童館の見学を行い、2月には子
ども達が意見やアイデアの発表を行う「こどもフォーラム」を開催した。（参加者数延べ37名）

２　児童福祉館事業
　　児童福祉館（1館）・こども館（2館）

具体的事業 内　容

こども新聞の編集・取材・施設見学等や子どもが自分らしい夢を持ち、それに向かって努力することができるようになるために、
将来の自分について具体的に考え、意見交換し、発表する機会を作ります。その意見を活かし、行政に反映させる取り組みを
行なっていきます。

18歳までの子ども達が自由に過ごしたり活動したり、楽しい体験ができるように、市内1ヶ所の児童福祉館と2ヶ所のこども館を開
設しています。今後は、児童館機能をもった施設の拡充と事業の充実を図ります。

具体的事業

計画

事　業

実績

計画策定時の状況
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99 子どもの相談

100
少年センターの機能強
化

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子どもの相談

少年センターの機能強
化

少年センター運営会議
の機能強化

子育て・教育関連機関
との連携による地域会
議の強化

平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

子どもの相談

研修参加回数：
家庭教育相談員3回（1
名）
青少年相談員1回（6
名）

青少年相談員1回（13
名）

青少年相談員１回（7
名）

少年センターの機能強
化

関係機関との連携を強
化し、補導活動時間に
ついての指導を受け、補
導の時間帯の変更を行
うなど、補導活動におい
て成果が出ている。今
後も情報の共有を図る。

駅立補導を今年度より
開始した事により、怠学
児童・生徒への見守りも
可能となった。
　学校、警察などの関係
機関との情報共有をより
一層深め継続する。
２月末現在
駅立43回・午前24回・
午後41回・薄暮34回・
夜間59回・地区活動
（補導・会議）89回
補導少年数　171名

青少年の非行防止活動
のほか、不審者による児
童への被害が起こらな
いように見回り活動を強
化した。

今後も、学校、警察など
関係機関との情報共有
をより一層深める。

施　策 子どもの不安や悩みを解消する

重点的取組み８

基本目標 子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる

施策の方向性 子どもが自分を信じる力をもてるる

家庭や学校にうまく適応できない中高生に対する支援や相談体制を充実させ、少年センター、少年補導員、中学校生徒指導
連絡協議会、学校警察連絡協議会による連携を強化し、教育、警察、民生委員、児童委員、子育て支援等の関連機関が連
携することにより非行の発生を未然に予防することを目指します。

重点的取組み８ 社会適応の難しい青少年への支援の充実

担当課 子どもわかもの課

対象者

１　子どもの相談
      小学生以上の児童

２　少年センターの機能強化
　　　教育・児童福祉・警察・学識経験・関係機関団体より計16名

計画策定時の状況

１ 子どもの相談 子どもの相談
　　 研修参加回数：家庭教育相談員0回・青少年相談員１回（15名）

２  少年センターの機能強化
　　 少年センター運営協議会にて連携の強化に努めた

具体的事業 内　容

家庭教育相談員や青少年相談員が小学生以上の子どもたちにとって身近な存在となり、子どもたちの相談に対応しています。
また、相談員の質の向上に向けた研修を充実させていきます。

具体的事業

計画

事　業

実績

青少年相談員、家庭教育相談員の研修の充実
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101 ママパパ学級

104
中高生と乳幼児のふ
れあい体験

105
マイ保育所（園）・
マイ広場

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ママパパ学級

中高生と乳幼児のふ
れあい体験

中高生と乳幼児のふ
れあい体験の拡大実
施
　　（１か所）

中高生と乳幼児のふ
れあい体験の拡大実
施
　　（２か所）

中高生と乳幼児のふ
れあい体験の拡大実
施（２か所）

マイ保育所（園）・
マイ広場

マイ保育所の実施
　　（３か所）

マイ広場の実施
　　（４か所）

マイ保育所の拡大
　　（３か所）

マイ広場の拡大
　　（４か所）

マイ保育所の拡大
　　（３か所）

施　策 子育てを楽しく感じられる機会を持つ

重点的取組み９

基本目標 家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる

施策の方向性 子育ての充実感を持つことができる

重点的取組み９ 出産・子育てを想像できる機会の確保

担当課
子育て支援課・幼児保育課・子どもわかもの課
子ども家庭相談課（母子保健担当室）

対象者
1　ママパパ学級　　　　　　　　　　　妊婦及びその夫　⇒　初妊婦とそのパートナー
2　中高生と乳幼児のふれあい体験　　　中学生・高校生
3　マイ保育所（園）・マイ広場　　　　 妊娠中から子育て中の方

計画策定時の状況

1　ママパパ学級
　　おやこDE広場や支援センターで実施について検討
2　中高生と乳幼児のふれあい体験
　　平成26年度
　　松戸向陽高校・松戸南高校・市立松戸高校・旭町中学校の4校で実施。
　　参加親子数：延べ328組
　　参加生徒数：延べ451名（14クラス）

具体的事業 内　容

初めて母親･父親になる方が妊娠中を健やかに過ごし、安心して出産し、育児のイメージがもてるような講話や実習、地域の仲
間づくりをすすめていきます。また、産科医療機関が実施するマタニティクラスやおやこＤＥ広場や子育て支援センターと連携
し、情報提供の充実を図ります。　　⇒　　させています。

具体的事業

計画

中高校生が命の大切さを学び将来親となる準備として、乳幼児とのふれあう体験を市内の中高校で実施しています
が、実施校を増やし充実させます。

ママパパ学級の充実
（おやこＤＥ広場や支援センターでの実施：
年６回）
ふれあい交流

ママパパ学級の充実
（おやこＤＥ広場や支援センターでの実施：
月1回）
ふれあい交流

地域の身近な保育所（園）・おやこＤＥ広場・子育て支援センターに妊娠中から登録して、子育ての心配なことや子どもとの関わ
りなど、専門職による継続的なサポート体制や子育てコーディネーターが必要に応じて専門機関につなぐ仕組みを構築します。
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

ママパパ学級

おやこDE広場や支援セ
ンターで年6回実施予定
平成28年2月現在、5
回実施済

保健福祉センターでの
実施に加え、ふれあい
交流としておやこDE広
場や支援センターで年１
２回実施予定。

保健福祉センターでの
実施に加え、ふれあい
交流としておやこDE広
場や支援センターで年２
２回実施予定。

周知方法の変更により
ふれあい交流の参加者
は増加し、土日実施の
会場は特に参加者が多
い。
そのため、平成30年度
はふれあい交流を年33
回実施し、土日の実施
も増やす予定。対象者
の表記を初妊婦とその
パートナーとした。
＊事業内容および計画
については上記（赤字）
のように修正希望

マイ保育所（園）・
マイ広場

今年度の計画なし ＜マイ保育園＞
子育ての不安や子どもと
の関わり方など、妊娠中
から専門職による継続
的なサポートを行い、子
育てに対する負担感や
不安感を軽減し安心し
て子育てができるように
する。
公立保育所3か所で実
施
馬橋西保育所、小金北
保育所、二十世紀ケ丘
保育所

＜マイ広場＞
今年度の計画なし

＜マイ保育園＞
子育ての不安や子どもと
の関わり方など、妊娠中
から専門職による継続
的なサポートを行い、子
育てに対する負担感や
不安感を軽減し安心し
て子育てができるよう公
立保育所3か所で実
施。（馬橋西保育所、小
金北保育所、二十世紀
ケ丘保育所）
近隣へも少しずつ浸透し
始め、定期的な利用者
も増えてきている。

＜マイ広場＞
今年度の計画なし

＜マイ保育園＞
継続的に実施していく。

＜マイ広場＞
事業実施について検討
中

事　業

実績
中高生と乳幼児のふ
れあい体験

【子どもわかもの課】
・松戸向陽高校で６月に
計8日間実施。
　参加親子延べ148組・
参加生徒数296名（9ク
ラス）
・松戸六実高校で11月
に計３日間実施。
　参加親子延べ84組・
参加生徒数350名（9ク
ラス）
・市立松戸高校で11月
に実施。
　参加親子延べ28組・
参加生徒数31名（1クラ
ス）
・松戸南高校で11月に
計3日間実施。
　参加親子延べ54組・
参加生徒数71名（3クラ
ス）

【子育て支援課】
・旭町中学校で11月に
計9日間実施。
　参加親子延べ74組・
参加生徒数112名（4ク
ラス）
・根木内中学校で12月
に計4日間実施。
　参加親子延べ34組・
参加生徒数126名（4ク
ラス）

【子どもわかもの課】
・松戸向陽高校で６月に
計7日間実施。
　参加親子延べ142組・
参加生徒数275名（7ク
ラス）
・松戸六実高校で10月
に間実施。
　参加親子延べ21組・
参加生徒数27名（1クラ
ス）
・市立松戸高校で10月
に実施。
　参加親子延べ23組・
参加生徒数41名（1クラ
ス）

【子育て支援課】
・旭町中学校で11～1
月に計6日間実施。
　参加親子延べ43組・
参加生徒数86名（3クラ
ス）
・根木内中学校で6月に
計4日間実施。
　参加親子延べ54組・
参加生徒数122名（4ク
ラス）

【子どもわかもの課】
・松戸向陽高校で6月に
計7日間実施。
　参加親子延べ140組・
参加生徒243名（7ｸﾗ
ｽ）
・松戸六実高校で10月
に計1日実施。
　参加親子延べ13組・
参加生徒26名（1ｸﾗｽ）
・市立松戸高校で10月
に計3日間実施。
　参加親子延べ88組・
参加生徒360名
・松戸南高校で11月に
計3日間実施。
　参加親子延べ54組・
参加生徒83名（3ｸﾗｽ）

【子育て支援課】
・旭町中学校で11～12
月に計6日間実施。
　参加親子延べ42組・
参加生徒数100名（3ク
ラス）
・根木内中学校で6月に
計4日間実施。
　参加親子延べ53組・
参加生徒数104名（4ク
ラス）

【子どもわかもの課】
事業のPR・広報活動を
継続的に行いながら、
学校長や教頭先生の異
動等により、新赴任先に
て同事業について説明
して頂き、協力校を増加
させていければと考え
る。

【子育て支援課】
<中学生のふれあい体
験>
参加親子の募集の周知
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152
ひとり親家庭に対す
る相談支援の充実

153
154
155

経済的支援の充実

156
157
158

就業支援の充実

159
子どもの学習支援
（生活困窮者対象）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ひとり親家庭に対す
る相談支援の充実

ひとり親家庭に対す
る相談支援の連携 総合相談体制の構築

経済的支援の充実
児童扶養手当、医療
費助成、遺児手当等
の経済的支援の充実

就業支援の充実
自立支援プログラム
策定をはじめとする
就労支援の拡充

プログラム策定者
　　　（50人）

就職、転職、増収者
の増加
　　　（60人）

（50人）

（60人）

（50人）

（60人）

（50人）

（60人）

子どもの学習支援
（生活困窮者対象）

子どもの学習支援の
実施（生活困窮者対
象）
（2か所：60人）

子どもの学習支援の
実施（生活困窮者対
象）
（3か所：90人）

施　策 支援を必要とする家庭へのサポートを充実させる

重点的取組み１０

基本目標 家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる

施策の方向性 親の不安を軽減する

重点的取組み１０ ひとり親家庭への支援の充実

担当課 子育て支援課・生活支援一課

対象者 ひとり親家庭

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当、医療費助成、遺児手当を支給し、子ども
の福祉の増進を図ります。

ひとり親家庭の自立を促進するため、自立支援プログラム策定により自立・就労支援を行います。就労促進等費用
や高等訓練促進費用の助成により、生活の負担の軽減を図ります。

「貧困の連鎖」を防止するとともに健全な育成を目的として、子どもの居場所提供及び学習支援、カウンセリングを実施します。

計画策定時の状況

1  ひとり親家庭に対する相談支援の充実
2  就業支援の充実
母子・父子自立支援員が、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般に関する相談指導等を実施
（１）家事紛争、児童の養育、結婚その他生活倫理上の問題に関する相談
（2）環境的な原因又は母子の生活に起因するもの等、比較的取り扱いの困難なケースに関する相談
（3）母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付、生活費、教育費、医療費等、経済上の問題に関する相
談
（4）就職、生業、住宅等、生活上の問題に関する相談
児童扶養手当の申請窓口にて、申請者から就業を含めた相談があれば、同フロアの相談カウンターで就業支援専門員が面談
をし、個々のひとり親の状況に合わせた支援を行っている。母子・父子自立支援員は、就業支援専門員と相互に相談者をつな
いだり、適した部署へと紹介。

3  経済的支援の充実
　ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当、医療費助成、遺児手当を支給している。

4  子どもの学習支援 （生活困窮者対象）
子どもの居場所提供及び学習支援、カウンセリングを生活保護需給世帯の中学生に実施。新松戸地区　定員30名

具体的事業 内　容

多様な相談に対して、各部署で実施する就業支援、学習支援、経済的支援がつながるよう、総合的な支援のための相談体制
を整備します。

具体的事業

計画
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

ひとり親家庭に対す
る相談支援の充実

母子・父子自立支援員
が、母子及び父子並び
に寡婦福祉法及び生活
一般に関する相談指導
等を実施。
相談件数：263件
(参考)母子・父子・寡婦
福祉資金相談件数：
393件

母子・父子自立支援員
と就業支援専門員の連
携を密にした。来年度か
らの相談体制の構築へ
向けて関係課と協議（子
育て支援課）

母子・父子自立支援員
が、母子及び父子並び
に寡婦福祉法及び生活
一般に関する相談指導
等を実施。
相談件数：182件
(参考)母子・父子・寡婦
福祉資金相談件数：
677件

母子・父子自立支援員
を就業支援専門員と同
じ部署に配置し、ひとり
親家庭の相談支援をワ
ンストップで実施できる
総合相談体制を構築し
た。

母子・父子自立支援員
が、母子及び父子並び
に寡婦福祉法及び生活
一般に関する相談指導
等を実施。
相談件数：225件
(参考)母子・父子・寡婦
福祉資金相談件数：
682件

母子・父子自立支援員
を就業支援専門員と同
じ部署に配置し、ひとり
親家庭の相談支援をワ
ンストップで実施できる
総合相談体制を構築し
た。

相談件数の増加、深刻
化、複雑化に対応でき
る人材、人員の確保及
び育成。

経済的支援の充実

児童扶養手当、医療費
助成、遺児手当等を支
給。

児童扶養手当、医療費
助成、遺児手当等を支
給

児童扶養手当、医療費
助成、遺児手当等を支
給

就業支援の充実

（年間見込数）
プログラム策定者（35
人）
就職、転職、増収者の
増加（51人）

（年間見込数）
プログラム策定者（41
人）
就職、転職、増収者の
増加（29人）

（年間見込数）
プログラム策定者（42
人）
就職、転職、増収者の
増加（46人）

事業の周知を図り相談
者を増やすと共に、ジョ
イントワーク・ハローワー
クのマザーズコーナーな
どの資源を利用し就職
等へ繋げていく。

子どもの学習支援

実績

事　業

新規会場の設置に向
け、事業者の選定等の
準備を進める。

高校生定員30名（松戸地
区30名）
中学生定員180名（松戸
地区60名　新松戸地区60
名　常盤平地区30名　六
実地区30名）
小学生定員110名（松戸
地区30名　新松戸地区30
名　常盤平地区30名　六
実地区20名）
＜対象＞
生活保護受給世帯、就学
援助受給世帯、児童扶養
手当受給世帯等の小学
5、6年生および中学生
＜登録人数＞（決算見込）
　295名（小学生64名　中
学生195名 高校生36名）
【松戸地区　133名　（小学
生22名　中学生75名　 高
校生36名）
　新松戸地区68名（小学
生11名　　中学生57名）
　常盤平地区61名（小学
生20名　中学生41名）
　六実地区33名（小学生
11名　中学生22名）】
＜参加者延べ人数＞（決
算見込)
　学習支援：12,080名（小
学生：2,660名　中学生

中学生定員１５０名
（松戸地区60名　新松
戸地区60名　常盤平地
区30名）
小学生定員９０名
（松戸地区30名　新松
戸地区30名　常盤平地
区30名）
＜対象＞
生活保護受給世帯、就
学援助受給世帯、児童
扶養手当受給世帯等の
小学５，６年生および中
学生
＜登録人数＞（決算見
込）
　１９５名（小学生４５名
中学生１５０名）
【松戸地区　８２名　（小
学生１９名　中学生６３
名）
　新松戸地区６２名（小
学生９名　　中学生５３
名）
　常盤平地区５１名（小
学生１７名　中学生３４
名）】
＜参加者延べ人数＞
（決算見込)

定員９０名（松戸地区
60名　新松戸地区　30
名）
＜対象＞
生活保護需給世帯、就
学援助需給世帯、児童
扶養手当受給世帯等の
中学生
＜登録人数＞
１０８名（松戸地区　７1
名　新松戸地区　３7
名）
＜参加者延べ人数＞
（決算見込)
学習支援         ：
2,900名
居場所作り       ：  90
名
カウンセリング：      40
名
＜開催日数＞（決算見
込）
297回
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（生活困窮者対象） 8,710名　高校生710名）
　居場所作り：2080名（小
学生208名　中学生1,872
名）
　カウンセリング：61名（小
学生10名　中学生51名）
＜開催日数＞（決算見込）
　1048回
【松戸地区　　434回（小学
生193回　中学生193回
高校生48回）
　新松戸地区286回（小学
生92回　中学生194回）
　常盤平地区198回（小学
生99回　中学生99回）
　 六実地区130回（小学
生65回　中学生65回）】

（決算見込)
　学習支援     ：6,000
名（小学生：1,200名、
中学生4,800名）
　居場所作り   ：120名
（小学生0名、中学生
120名）
　カウンセリング：10名
（小学生0名、中学生10
名）
＜開催日数＞（決算見
込）
　７３０回
【松戸地区　　325回
（小学生163回　中学生
162回）
　新松戸地区216回（小
学生22回　　中学生
194回）
　常盤平地区189回（小
学生92回　　中学生97
回）】
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165 障害児相談支援等

166
児童発達支援
（障害児通所支援）

167
放課後等デイサービ
ス
（障害児通所支援）

168
保育所等訪問支援事
業
（障害児通所支援）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

障害児相談支援等
障害児相談支援等事
業者の新規参入促進

児童発達支援
（障害児通所支援）

児童発達支援
（障害児通所支援）
　　117実人／月 123実人／月 129実人／月

放課後等デイサービ
ス
（障害児通所支援）

放課後等デイサービ
ス
（障害児通所支援）
　　319実人／月

335実人／月 351実人／月

保育所等訪問支援事
業
（障害児通所支援）

保育所等訪問支援事
業
（障害児通所支援）
　　　2か所

2か所 2か所

施　策 支援を必要とする家庭へのサポートを充実させる

重点的取組み１１

基本目標 家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる

施策の方向性 親の不安を軽減する

保育所やその他の児童が集団生活を営む施設に通う障害を持つ子どもについて、集団生活への適応のための専門的な支援
を行います。今後、訪問先施設との連携を図っていきます。

重点的取組み１１ 障害のある子どもを持つ家庭への支援の充実

担当課 障害福祉課・健康福祉会館（こども発達センター）

対象者 障害者手帳を所持する児童、障害福祉ｻｰﾋﾞｽの利用が適当と医師が認める児童など

児童福祉法

障害を持つ子どもが施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。障
害を持つ子どもに必要な療育や福祉サービスが利用できるよう、必要に応じて関係機関の紹介を行っていきます。

就学している障害を持つ子どもに対し、放課後や夏休みなどの長期休業中において、生活能力向上のための訓練な
どを行います。新たな事業所の増加に伴い、利用場所が選択できるよう整備体制を整えていきます。

計画策定時の状況

1　障害児相談支援等
    市内の障害児相談支援事業者数 16か所
    延べ利用者数 487人
2　児童発達支援（障害児通所支援）
    1歳6ケ月、3歳児健康診査などから医療機関、関係機関を紹介
    延べ利用者数 2,062人
3　放課後等デイサービス（障害児通所支援）
    市内の放課後等児童デイサービス事業者数 20か所
    延べ利用者数 7,506人
4　保育所等訪問支援事業（障害児通所支援）
    市内の保育所等訪問支援事業者数 1か所
    延べ利用者数 6人

具体的事業 内　容

障害を持つ子どもやその家族の相談に応じ、助言や連絡調整などの必要な支援を行うほか、サービス等利用計画の作成を行
ないます。相談のニーズが見込まれるため、障害児相談支援事業の新規参入を促します。

具体的事業

計画

根拠法
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

障害児相談支援等

市内事業者数　14か所
（3事業者合併により減
少）
延べ利用者数　383人
（4～9月実績）
↓
市内事業者数　14か所
延べ利用者数　805人
（見込）

市内事業者数　16か所
年間実人数（セルフプラ
ン込み）
933人（H28年度実績）

市内事業者数　20か所
実人数（セルフプラン込み）
1,072人（H29.4～H30.1月
実績）
↓
年間実人数（セルフプラン
込み）
1,100人（H29年度見込
み）

計画達成率は３割程度
となっており、相談支援
専門員が不足している。
現在セルフプランの対
象児を全て各相談員に
振り分けした場合、１人
あたり18.6（常勤換算で
40件）件上乗せすること
になる。

児童発達支援
（障害児通所支援）

健康診査担当課（母子
保健担当室）などから必
要に応じて関係機関を
紹介
延べ利用者数　1,346
人（4～9月実績）
↓
延べ利用者数　1,944
人（見込）

健康診査担当課（母子
保健担当室）などから必
要に応じて関係機関を
紹介
年間月別延べ利用者
数
2,432人（H28年度実
績）

健康診査担当課（母子保
健担当室）などから必要に
応じて関係機関を紹介
年間月別延べ利用者数
2,676人（H29.4～H30.1実
績）
↓
年間月別延べ利用者数
3,537人（H29年度見込
み）

放課後等デイサービ
ス
（障害児通所支援）

市内事業者数　30か所
利用可能日数　15日／
月→23日／月
（H27.4.1～）
利用者数　466人
（H28.1月実績）

市内事業者数　36か所
年間実利用者数
612人（H28年度実績）

市内事業者数　51か所
年間実利用者数
684人（H29.4～H30.1実
績）
↓
年間月別延べ利用者数
700人（H29年度見込み）

保育所等訪問支援事
業
（障害児通所支援）

市内事業者数　2か所
延べ利用者数　3人（見
込）

市内事業者数　2か所
年間月別延べ利用者
数
19人（H28年度実績）

市内事業者数　3か所
年間月別延べ利用者数
35人（H29.4～H30.1実
績）
↓
年間月別延べ利用者数
120人（H29年度見込み）

保育所や学校だけでな
く、乳児院、児童養護施
設の障害児も対象とな
る。
訪問先側の理解と協力
が必要であることから、
連携強化が必要。

事　業

実績

●市内の事業所が急増
しており、サービスの質
の担保が必要。

●痰の吸引等が必要な
医療的ケア児が通所で
きる市内事業所が、児
童発達支援、放課後等
デイサービスともに２ヶ所
ずつと少ない状況。
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186

子どもを守る地域
ネットワーク（松戸
市子ども虐待防止
ネットワーク）機能
強化

187
要支援家庭の相談・
支援体制の構築

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子どもを守る地域
ネットワーク（松戸
市子ども虐待防止
ネットワーク）機能
強化

子どもを守る地域
ネットワークの機能
強化

要支援家庭の相談・
支援体制の構築

予防のネットワーク
構築

施　策 支援を必要とする家庭へのサポートを充実させる

1 子どもを守る地域ネットワーク
松戸市子どもと女性に対する暴力防止対策地域
協議会の機能強化を検討

2 要支援家庭の相談・支援体制の構築
児童虐待の対応力の強化を検討

○松戸市子どもと女性に対する暴力防止対策地域協議会
・代表者会議1回、実務者会議6回、個別支援会議33回
・専門職研修会3回、虐待防止講演会1回、
　子どもSOSカード配布(市内小学校45校：中学校22校）

○要支援家庭の相談・支援体制の構築
家庭相談件数867件（内虐待512件）

重点的取組み１２

基本目標 家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる

施策の方向性 親の不安を軽減する

重点的取組み１２ 子どもの虐待予防・対策の強化

担当課 子ども家庭相談課

対象者 18歳未満の児童

児童福祉法根拠法

要支援家庭の相談・支援体制の構築
・相談員の体制の強化
・居所不明児における各課の連携
（母子保健担当室や幼児保育課、教育委員会
等）

計画策定時の状況

具体的事業 内　容

松戸市子どもと女性に対する暴力防止対策地域協議会の機能強化を図るため、ネットワーク構成員の専門性強化と、地域住
民への周知を図る取組みの充実を図ります。

児童虐待の重症化や繰り返しの発生を予防するため、虐待原因の排除に向けた相談などの支援の充実及び居所不明児の対
応と地域の関連機関の連携による見守り体制を構築します。

具体的事業

計画
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

要支援家庭の相談・
支援体制の構築

○相談件数（H28.1月
末現在）
・783件(内虐待499件）

○家庭相談員　8名（対
前年比3名増加）

○居所不明児における
各課との連携
・「居住実態が把握でき
ない児童」に関する調査
の実施に伴う担当者会
議を開催（H27.6.24）
居住実態が把握できな
い児童
H27.6.1時点　　児童数
23人⇒H27.11.1時点
児童数　0人

・母子保健担当室より健
診未受診等で子ども家
庭相談課へ情報提供さ
れた児童数
H27年度H28.1月末
109件全て確認済み

○相談件数（H29.1月
末現在）
・776件(内虐待555件）

○家庭相談員　8名

○居所不明児における
各課との連携
居住実態が把握できな
い児童
H28.6.1時点　　児童数
16人⇒H28.12.31時点
児童数　0人

・母子保健担当室より健
診未受診等で子ども家
庭相談課へ情報提供さ
れた児童数
H28年度H28.1月末86
件（うち3件調査中（2月
末現在））

○相談件数（H30.1月
末現在）
・894件(内虐待549件）

○家庭相談員　12名
(対前年比4名増加)

○居所不明児における
各課との連携
居住実態が把握できな
い児童
H29.6.1時点　　児童数
9人⇒H29.12.31時点
児童数0人

・母子保健担当室より健
診未受診等で子ども家
庭相談課へ情報提供さ
れた児童数
H29年度H30.1月末99
件（うち3件調査中（2月
末現在））

・支援体制の強化のた
め、専門職員の配置な
ど、児童福祉法に規定
された市町村子ども家
庭総合支援拠点の整備
を行った。

・「居住実態が把握でき
ない児童」に関して一元
的な集約・整理や庁内
での情報共有を図るた
め、子ども家庭相談課
が担当課として、各課か
らの情報のとりまとめを
行なった。

事　業

実績

子どもを守る地域
ネットワーク（松戸
市子ども虐待防止

ネットワーク）機能
強化

（H28.3.12現在）
○各種会議：代表者会
議　1回、実務者会議
5回、個別支援会議
28回
○講演会　2回　子ども
政策課と共同企画
○専門職研修会3回
○・児童虐待防止推進
啓発活動（オレンジリボ
ンキャンペーン）
（H27.11.1～30日）
　・松戸まつり
（H27.10.3）参加

（H29.2.28現在）
○各種会議：ネットワー
ク会議　1回、実務者会
議　5回、個別支援会議
32回
○専門職研修　1回
○アドバイザー研修　4
回
○医療機関ネットワーク
研修　2回
○・児童虐待防止推進
啓発活動（オレンジリボ
ンキャンペーン）
（H28.11.1～30日）
　・松戸まつり
（H28.10.1）参加

（H30.2.16現在）
○各種会議：ネットワー
ク会議　2回、実務者会
議　5回、個別支援会議
28回
○講演会　1回
○専門職研修　2回
○アドバイザー研修　3
回
○医療機関ネットワーク
研修　3回
○教育委員会との連携
会議　3回
○・児童虐待防止推進
啓発活動（オレンジリボ
ンキャンペーン）
（H28.11.1～30日）
　・松戸まつり
（H29.10.7）参加

・地域住民への周知を
図るため、オレンジリボン
キャンペーンの一環とし
て、「松戸まつり
（H29.10.7）」でオブジェ
作成・展示を行い、リー
フレット及び啓発グッズ
(エコバック、ボールペン
等)を配布した。

・様々な関係機関へ当
課のアピール活動（情報
提供、研修講師派遣
等）をした。

・ポスター、リーフレット、
当課パンフレット等を配
布する関係機関を増や
した。

・会議構成の見直しなど
により、子ども家庭相談
課の協議会調整機関と
しての機能を強化するこ
とで、関係機関相互の
役割の明確化、連携の
強化を図った。

・関係機関及び市民に
より一層当課の仕事内
容等を知ってもらう。
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208 産後ケア事業

217
出産直後の育児支援
事業

222
特定不妊治療費助成
事業

223
市内産科医療機関と
の
ネットワーク構築

224 ★養育支援訪問事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

市内産科医療機関と
のネットワーク構築

市内産科医療機関と
のネットワーク構築

産科医療機関の拡大

（210人） （240人） （270人） （300人）

産後ケア体制の構築

特定不妊治療費助成
事業

特定不妊治療費
支給対象者拡大

施　策 妊娠中から親と子の心身の健康づくりを推進する

重点的取組み１３

基本目標 家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる

施策の方向性 親の不安を軽減する

重点的取組み１３ 妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援体制の充実

担当課 子ども家庭相談課（母子保健担当室）・子育て支援課

対象者 妊娠前から子育て家庭

計画策定時の状況

1 産後ケア事業
　産後ケア事業の検討

2 出産直後の育児支援事業
　提供会員　84名　延べ利用者　127名

3 特定不妊治療費助成事業
　国・県の助成に上乗せし助成。（所得制限あり）

4 市内産科医療機関とのネットワーク
　市内産科医療機関助産師との懇談会を実施

5 養育支援訪問事業
　妊婦も対象者として、早期に支援を開始できる体制構築。

具体的事業 内　容

産後の親子の支援として、産科医療機関やファミリー・サポート・センターなどの関係機関と連携しサポート体制を充実します。

出産直後の育児支援を希望する家庭に訪問して、家事や育児の支援を行います。

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）について、治療費の一部を助成します。国県の助成に上乗せを行うとともに、所得制限
で対象となっていない方に助成を行うなど、さらに治療を受けやすい環境の整備をしていきます。

平成26年度から開始した助産師との懇談会をベースに、医師・助産師との顔の見える関係に取り組むことで、情報の共有と相
談体制の充実を図ります。

産後ケア事業

出産直後の育児支援
事業

養育支援訪問事業

育児支援や家事援助などが必要でありながら、積極的に自ら求めていくことが困難な状況にある家庭に、訪問による支援を行
います。養育に不安を抱える家庭が、必要な時に必要な支援が受けられるよう支援員を増やすとともに、支援員の質の向上を
図るための体制を整備します。

○産後ケア事業
○出産直後の育児
支援事業の提供会
員数の拡充
　　（150人）

○養育支援家庭訪
問事業の充実
（支援員の拡充と研
修体制の充実・関係
機関との連携強化）

具体的事業

計画
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

市内産科医療機関との
ネットワーク構築

市内産科医療機関助
産師等との懇談会を11
月実施

市内産科医療機関助
産師等との懇談会を11
月実施

市内産科医療機関助
産師等との懇談会を11
月実施

市内産科医療機関助
産師等との懇談会の継
続実施

産後ケア事業

H28年1月から産後ケア
事業（宿泊型）開始

H28年11月から訪問型
開始
H29年2月から日帰り型
開始予定
利用実績(見込み）
宿泊型：　２８名
訪問型：　　９名
日帰り型：　２名

利用見込み
宿泊型：　　２４名
訪問型：　　２４名
日帰り型：　２０名

日帰り型は利用者がな
いことから、事業の周知
を行うとともに、他市へ
の情報収集等によりあり
方を検討しいく

＊事業内容および計画
については上記（赤字）
のように修正希望

出産直後の育児支援事
業

一定の研修を受けた方
を提供会員として活動
できるよう提供会員を拡
大した。
Ｈ26年度末の84人から
42人増の、126人

139人 出産直後→出生直後に
変更
137人

提供会員養成の研修を
毎年実施し会員数の積
極的な増加を図る

養育支援訪問事業

支援員の質の担保と向
上のため研修を実施

支援員の質の担保と向
上のため研修を実施

支援員の質の担保と向
上のため研修を実施

支援員の確保が課題
継続実施

特定不妊治療費助成
事業

千葉県特定不妊治療
費助成事業が所得要件
で非該当となった方へ
助成開始

助成決定件数（見込
み）：６３６件

助成決定件数（見込
み）：５００件
うち市単独助成：７０件
特定不妊治療の際に
行った男性不妊治療へ
の助成を開始

市単独助成および男性
不妊治療への助成を開
始したことにより、制度が
複雑化しているため、対
象者への説明を十分に
行う必要がある。

事　業

実績
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228 保育所の整備

229 小規模保育事業

230
幼稚園の預かり保育
の整備

231
利用支援コンシェル
ジュの設置

232
潜在保育士再就職支
援

233 認定こども園の推進

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

保育所の整備

保育所の整備
※整備数は、別途
「松戸市子ども総合
計画5章」において記
載

小規模保育事業

小規模保育事業整備
※整備数は、別途
「松戸市子ども総合
計画5章」において記
載

幼稚園の預かり保育
の整備

幼稚園の預かり保育
の整備
※整備数は、別途
「松戸市子ども総合
計画5章」において記
載

利用支援コンシェル
ジュの設置

利用支援コンシェル
ジュの設置
　　（１か所） （１か所） （１か所）

潜在保育士再就職支
援

潜在保育士再就職支
援研修実施

認定こども園の推進
認定こども園推進拡
大
　　　（1か所）

（計23か所）

施　策 保育・子育て支援を充実させる

重点的取組み１４

基本目標 家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる

施策の方向性 子育てと仕事を両立することができる

重点的取組み１４ 待機児童の解消

担当課 幼児保育課

対象者 未就学児及びその家庭

計画策定時の状況

○待機児童解消対策計画（H２５策定）により待機児童の解消に向けた施策を推進
1　保育所の整備
　・平成26年4月　公立17所　民間36所　定員5,089人（整備）平成26年9月　民間1所　90人　平成26年11月　民間1所
45人

２　小規模保育事業
　・平成26年4月　2所　38人　（整備）平成26年6月　1所　9人　平成26年8月　1所　10人

３　幼稚園の預かり保育の整備
　・松戸市補助対象園（要件：週6日　11時間開園）　・H25　4園　・H26　6園

４　利用支援コンシェルジュの設置
　・設置の検討

５　潜在保育士再就職支援事業
　・H26実績　受講者14人　就労6人　人材バンク登録6人　検討中2人

６　認定こども園の推進
　　H27認定こども園への移行は既存認定こども園（1園）のみ
 　  H26意向調査結果　保育園3園　幼稚園2園（他1園はすでに認定こども園）

具体的事業 内　容

待機児童の解消に向け、保育需要に応じた認可保育所の整備を民間の活力を活かし推進していきます。また、児童の安全確
保の為、保育所の耐震化対応等の老朽化対策を推進します。保育機能面の整備も地域ごとに行っていきます。

具体的事業

計画

0～2歳のお子さんを対象に、少人数（定員6～19人）で預かる保育事業で、新制度における「地域型保育」事業の一つに位置
づけられています。

在園中のお子さんを対象に幼稚園の通常の時間以外に別料金で保育を行なっています。在園児保護者の就労支援につなが
るよう事業を拡充していきます。

多様な保育ニーズを持つ保護者に対し、相談に応じて的確な施設等の利用案内を行ないます。

潜在保育士の再就職に向けた研修を実施し、市内の保育所（園）での就労をサポートし、保育士確保を図ります。

幼稚園と保育所等が就学前の子どもの教育・保育を一体的に行う認定こども園について、教育・保育内容や運営等について研
究、推進を図ります。保護者の就労状況等に関わらず、子どもが地域で継続して通うことができる認定こども園の普及に努めま
す。平成31年度までに23か所の幼稚園・保育所（園）等から認定こども園への転換を図ります。
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

保育所の整備

H27.４月開園　 5園開
所
定員４４６人
H28.４月開園　 2園開
所
定員２１０人

　５園　定員４４５人 Ｈ29.4月開園　5園開所
定員４４５人

○施設の老朽化による
修繕、建替えが課題。
新設を抑制し、建替え
時の定員増などを図っ
ていく。

小規模保育事業

Ｈ27.4.1     8園
定員　１１５人
Ｈ28.4.1　 31園
定員　４８５人

　１３園　定員２１１人 Ｈ28.4.1　 44園
定員　６９５人

○連携先の確保が困
難。
幼稚園預かり保育の拡
充により連携先となる幼
稚園を増やす。
○保育の質の確保
利用支援コンシェルジュ
の専門性を活用し、定
期的な巡回相談を実施
している。

幼稚園の預かり保育
の整備

保護者助成金を整備
施設補助金の要件緩和
　（11時間→１０時間）
補助額の拡大
（６０万円→１２０万円）
（学校法人以外は１５０
万円）

●施設補助金の要件緩
和
　１．１週間の開園日（５
日・６日から選択）
　２．開園時間（１２時間
～１０時間までの選択）
　３．預かりを実施しない
日（５日以内・１０日以
内を選択）●保護者助
成金の拡大
　保護者助成金を整備
（保育所と幼稚園の差
額について　１ヶ月２万５
千円まで助成）

●施設補助金の要件緩
和
預かりを実施しない日を
1５日以内も選択可とす
る
●施設補助金の補助対
象経費に事務職員分を
追加可能とする

●預かり保育実施園の
拡大
　人材不足による拡大
の難しさ
　・長期休業中の対応
が困難な園あり
　・長時間対応が困難
な園あり
　⇒幼稚園の預かり保
育事業を保育園を運営
する社会福祉法人へ委
託する事業を開始する

利用支援コンシェル
ジュの設置

H27.4より幼児保育課内
に2名配置

●H28.4より幼児保育課
内に４名設置
　利用支援に加え、小
規模保育所等への巡回
を実施

年間３回の小規模保育
施設の巡回を行い。事
故防止や安全管理等、
保育の質向上に向け相
談・指導を行う。

小規模保育施設や認可
外の巡回等、施設数も
増えているので計画立
て実施してく。

潜在保育士再就職支
援

６月１２日～７月８日に
開催
受講者　２２人うち就労
１４人

千葉県により潜在保育
士を対象とした貸付事
業の実施開始
・未就学児をもつ保育
士に対する保育料の一
部貸付
・就職準備金貸付
※実施主体は千葉県社
会福祉協議会

平成２８年度と同様 松戸市で実施する再就
職に向けた研修の実施
形態等を研究し、より効
果的なものとすること。

認定こども園の推進

H28に幼保連携型認定
こども園１園新設、保育
園から幼保連携型認定
こども園に１園移行す
る。

幼稚園から１園、幼稚
園型認定こども園に移
行。
保育園から１園、幼保
連携型認定こども園に
移行。

保育園から１園、幼保
連携型認定こども園に
移行。

幼稚園から認定こども園
への移行を推進したい
が、進んでいない。
当面は預かり保育の拡
充で対応していく。

事　業

実績
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266
家庭教育支援の取組
み

268
少年センターの機能
強化

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

家庭教育支援の
取組み

少年センターの
機能強化

子育て・教育関連機
関との連携による地
域会議の強化

平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

家庭教育支援の
取組み

発達段階に応じた効果
的な家庭教育支援施策
を研究、検討。　幼児期
の家庭教育支援を目的
に家庭教育啓発パンフ
レットを作成し配布。パン
フレット監修者の講演を
実施。

　【パンフレット監修者】
　東北大学加齢医学研
究所
  所長　川島隆太教授
　講演会
　平成２８年２月２７日
26０名
　パンフレット配布
  幼稚園・保育所・保育
園の保護者および、子
育て関係施設等

発達段階に応じた効果
的な家庭教育支援施策
を研究、検討。子育ての
学習機会を支援する。
　パンフレットのPR動画
を作成しテレビ（J:COM）
放映
　五香六実地区講演会
　　会場：高木第二小学
校　体育館
　　東北大学加齢医学
研究所
  　所長　川島隆太教
授
　　平成２９年２月２５日
２６３名（パンフレット配
布）
　母子手帳交付時にパ
ンフレット配布
　パンフレットをもとにした
パートナー講座開催１６
か所

発達段階に応じた効果
的な家庭教育支援施策
を研究、検討し、子育て
についての情報提供及
び学習機会をより拡大
支援する。
・パンフレットPR動画を
YouTubeで配信
・東松戸地区で川島教
授の講演会開催
　会場：東松戸小学校
　講師：東北大学加齢
医学研究所
  　所長　川島隆太教
授
　　平成３０年１月２0日
181名（パンフレット配
布）
・土曜日午後の家庭教
育café開催
・パートナー講座開催24
か所

（課題）
子育てに関わる世代に
おいては、共働き世帯
やひとり親世帯が増加
傾向にあり、子育てに関
する講演会や講座に参
加できない状況にある。
そういった家庭の保護
者も参加しやすい学習
機会の提供及び、効果
的な家庭教育の支援。
（対応）
・子ども会や地域での家
庭教育啓発パンフレット
の動画を活用したパート
ナー講座の開催。
・地域での川島教授の
講演会開催
・土曜日又は日曜日の
家庭教育学級の充実
・発達段階に応じた子育
て講座開催

少年センターの
機能強化

少年センター運営会議
を開催。
参加者数：
第１回（5月22日）13名
第２回（8月21日）12名
第３回（１１月６日）１４
名
第４回（２月１９日）１４
名

少年センター運営会議
を開催。
参加者数：
第１回（5月20日）15名
第２回（8月26日）12名
第３回（１１月15日）１5
名
第４回（２月17日）１3名

少年センター運営会議
を開催。
参加者数：
第１回（5月25日）11名
第２回（10月31日）15
名
第３回（2月21日）１3名

委員の負担軽減及び、
事務の効率化のため、
内容を精査し開催回数
を３回とした。

施　策 地域で子育てに関わるネットワークを充実させる

重点的取組み１５

基本目標 地域の特色と活力を生かし、子どもと家庭を支える

施策の方向性 子どもからつながる地域づくり

重点的取組み１５ 学校を中心とした家庭と地域の連携

担当課 子どもわかもの課・生涯学習推進課

対象者

1　家庭教育支援の取組み
　　中学生以下の子どもを持つ保護者
２ 少年センター運営協議会
　　教育・児童福祉・警察・学識経験・関係機関団体より計16名

1　家庭教育支援の取組み
　小学校の保護者同士が家庭教育や家庭教育のあり方について学習する場として、市立小学校44校で家庭教育学級を開設
し推進している。
　また、3歳児をもつ保護者を対象に幼児家庭教育学級、思春期の子どもを持つ保護者対象に中学校家庭教育学級を開催し
ている。

２ 少年センター運営協議会（計4回開催）
　参加者数：第1回 12名・第2回 13名・第3回 13名・第4回 12名

具体的事業 内　容

身近な地域で、家庭教育に関する相談に乗ったり、親子で参加するさまざまな取組みや講座などの学習機会を提供したり、家
庭教育に関する情報提供などのしくみを充実していきます。

家庭や学校にうまく適応できない中高生に対する支援や相談体制を充実させ、少年センター、少年補導員、中学校生徒指導
連絡協議会、学校警察連絡協議会による連携を強化し、教育、警察、民生委員、児童委員、子育て支援等の関連機関が連
携することにより非行の発生を未然に予防することを目指します。

具体的事業

計画

事　業

実績

計画策定時の状況
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269
子育てフェスティバ
ル事業

271
子育て関係機関の情
報交換会

272 子ども・子育て会議

273 こども祭り

274
自立支援協議会（こ
ども部会）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子育てフェスティバ
ル事業・こども祭り

こども祭り、子育て
フェスティバルの開
催と団体間の情報共
有
実行委員会の開催
（年２～３回）

子育て関係機関の情
報交換会

情報交換会の実施
　　（5か所）

情報交換会の実施
　　（6か所）

情報交換会の実施
　　（7か所）

子ども・子育て会議
子ども・子育て会議
の開催と推薦団体の
連携

自立支援協議会
（こども部会）

自立支援協議会と子
育て支援施設等と連
携

施　策 地域で子育てに関わるネットワークを充実させる

重点的取組み１６

基本目標 地域の特色と活力を生かし、子どもと家庭を支える

施策の方向性 子どもからつながる地域づくり

重点的取組み１６ 子育て支援団体間の協働に向けた取組みの充実

担当課 子育て支援課・子どもわかもの課・障害福祉課

対象者 乳幼児親子・小学生等

計画策定時の状況

1 子育てフェスティバル
　年に一度「子育てフェスティバル」を開催。
　より多くの情報を提供するため、多くの機関と連携を図っている。

2 子育て関係機関の情報交換会
　平成25年度より「子育て関係機関の情報交換会」を実施し、地域の子育て関係機関同士の連携強化を図っている。

3 子ども・子育て会議
　実施回数　平成25年度　全体会　4回　平成26年度　全体会　5回（ 分科会　2回）
　委員人数　22名　内容　松戸市子ども総合計画の策定等

4 こども祭り
　第41回松戸市こども祭り　5月3日（祝）開催。
　場所　　：21世紀の森と広場
　来場者数：約18,000人
　コーナー数：33コーナー

5 地域自立支援協議会（こども部会）
　障害のあるこどもとその家族の「相談と支援」について、現状と課題の共有を目的に毎月実施。

具体的事業 内　容

子育て支援を行う団体の連携を図り、また、市民に子育ての情報提供ができるように子育てフェスティバルを開催します。

具体的事業

計画

それぞれの地域の支援者が集まり、情報を共有し連携することで、地域の子育て支援環境の整備を推進し、支援が必要な人
に支援が行き届くようなネットワークを構築します。

保護者等を含む子ども・子育て支援の当事者の意見を聴く会議であり、「子ども・子育て支援新制度」に関する事業計画の策
定・進捗管理などを行います。

市内の子ども達が一同に集い、各種催し物への参加を通じ楽しい１日を過ごすことにより「子ども達の交流」｢親子のふれあい｣を
図る取組みです。

障害を持つ子どもとその家族の現状や課題の共有を行い、地域で安心して生活するために必要な支援について協議します。
地域の子育て支援施設等と連携します。
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

子ども・子育て会議

平成27年度　11月、3
月開催
内容：委員２５名委嘱
松戸市子ども総合計画
進捗について（報告）
保育所利用定員につい
て（審議）

平成28年度　3月開催
内容：
松戸市子ども総合計画
の進捗、アンケート調査
について（報告）
松戸市子ども総合計画
の中間見直しについて
（審議）
保育所利用定員につい
て（審議）

平成29年度　7月開催
子どもの未来応援（子ど
もの貧困対策）について
（報告）
保育所入所（待機児
童）の状況について（報
告）
松戸市子ども総合計画
中間年の見直しについ
て（審議）
平成29年度　10月開
催
内容：
委員２５名委嘱
松戸市の人口状況につ
いて（報告）
松戸市子ども総合計画
中間年の見直しについ
て（審議）
平成29年度　3月開催
内容：
松戸市子ども総合計画
の進捗について（報告）
松戸市子ども総合計画
中間年の見直しについ
て（報告）
利用定員について（報
告）

平成30年度より第2期
子ども総合計画策定に
向けて、市民アンケート
調査等を実施する。

子育て関係機関の情報
交換会

5箇所で実施。合計211
名出席。
①常盤平・常盤平団
地・高木・五香・六実地
区：平成27年12月21
日
②明第一～第四：平成
28年1月21日
③馬橋・馬橋西・新松
戸：平成28年1月29日
④小金北部・小金南
部・小金原：平成28年2
月3日
⑤松戸・矢切・東部：平
成28年2月15日

5箇所で実施。合計241
名出席。
①常盤平・常盤平団
地・高木・五香・六実地
区：平成27年11月2日
②明第一～第四：平成
28年10月18日
③馬橋・馬橋西・新松
戸：平成28年10月26
日
④小金北部・小金南
部・小金原：平成28年
11月15日
⑤松戸・矢切・東部：平
成28年11月22日

5箇所で実施。合計281
名出席。

①明第一～第四：平成
29年10月2日
②馬橋・馬橋西・新松
戸：平成29年10月24
日
③小金北部・小金南
部・小金原：平成29年
11月1日　④常盤平・常
盤平団地・高木・五香・
六実地区：平成29年11
月9日
⑤松戸・矢切・東部：平
成29年11月14日

幼稚園・保育園の積極
的な参加を促す。内容
については、アンケート
結果に基づき検討をより
質の高い（具体的な）話
し合いの場としたい。

自立支援協議会
（こども部会）

毎月1回開催。地域の
障害児支援関係者が集
まり、連携する。主に、
受入先が少ない児童短
期入所について、市独
自の機能やシステム作
りを検討中。

毎月1回開催。地域の
障害児支援関係者が集
まり、連携する。主に、ラ
イフサポートファイルの
導入と放課後等デイ
サービスの質の向上に
ついて検討を行った。

毎月1回開催。地域の
障害児支援関係者が集
まり、連携する。主に、
早期相談支援と放課後
等デイサービスの質の
向上について検討を
行った。

完成した早期相談支援
マップについて、利用し
やすさを検証するため、
次年度も修正を重ね、
完成度を高めていく予
定。

事　業

実績

子育てフェスティバル事
業
こども祭り

子育てフェスティバル
（子育て支援課）
実行委員会１回開催
（平成27年10月8日）
今後3回実施予定。

こども祭り（子どもわかも
の課）
●第42回松戸市こども
祭り　5月3日（祝）
　21世紀の森と広場で
開催。
　来場者数：約16,000
人
　コーナー数：32
　※第3回実行委員会
を4月15日に実施。

●第43回松戸市こど祭
り開催にともなう、実行
委員会を実施。
　第1回実行委員会
　　（平成28年2月10
日）
　第2回実行委員会
　　（平成28年3月9日）

子育てフェスティバル
（子育て支援課）
●松戸子育てフェスティ
バル2017
平成29年2月26日（日）
10時～15時にて開催
来場者数：約1784人
実行委員会全4回開
催。（平成28年8月1
日、平成28年11月8
日、平成29年2月7日、
平成29年3月23日）

こども祭り（子どもわかも
の課）
●第43回松戸市こども
祭り　5月3日（祝）
　21世紀の森と広場で
開催。
　来場者数：約19,000
人
　コーナー数：31
※第3回実行委員会を
4月13日に実施。

●第44回松戸市こども
祭り開催にともなう、実
行委員会を実施。
　第1回実行委員会
　　（平成29年2月8日）
　第2回実行委員会
　　（平成29年3月8日）

子育てフェスティバル
（子育て支援課）
●松戸子育てフェスティ
バル2018
平成30年2月25日（日）
10時～15時にて開催
来場者数：約1,000人
実行委員会全4回開
催。（平成29年7月6
日、平成29年10月11
日、平成30年2月2日、
平成30年3月22日）

こども祭り（子どもわかも
の課）
●第44回松戸市こども
祭り　5月3日（祝）
　21世紀の森と広場で
開催。
　来場者数：約19,000
人
　コーナー数：32
※第３回実行委員会を
4月12日に実施。

●第45回松戸市こども
祭り開催に伴う、実行委
員会を実施。
第1回実行委員会
　（平成30年2月14日）
第２回実行委員会
　（平成30年3月22日）

【子育て支援課】
子育てフェスティバル
よりわかりやすい会場運
営及び来場者のニーズ
に沿ったブースや人員
配置が課題。

【子どもわかもの課】
平成３０年度より実行委
員会への補助事業に変
更
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275
子育て支援員認定研
修と松戸市人材バン
ク制度

276
子どもから広がる地
域づくり事業（子育
て応援団養成講座）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子育て支援員認定研
修と松戸市人材バン
ク制度

子育て支援員認定研
修の実施
（70人）

子育て人材バンク紹
介事業者の拡大（幼

稚園等）

　

 　　   （40人）

子育て人材バンク紹
介事業者の拡大（障
害児施設等）

（70人） （70人） （70人）

父親の子育て講座開
催とグループ作り

（１ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

父親の子育て講座開
催
とグループ作り
      （１ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

父親のグループによ
る
イベント開催
        （年6回）

父親の子育て講座開
催とグループ作り
　　（１ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

子育て応援団養成講
座の開催（３回）
　　　（70人）

　

　　　 （50人）

子育て応援団による
活躍の機会の提供の
仕組みづくり

　　　 （50人）

 

   フォローアップ講
座
        （年２回）

（50人） （50人）

施　策 地域で子どもとふれあう機会を増やす

重点的取組み１７

基本目標 地域の特色と活力を生かし、子どもと家庭を支える

施策の方向性 子どもからつながる地域づくり

父親たちが自らの子育てを通じて、地域社会全体の子育てについて考え、子育て中の家族だけでなく、大学生、地域のシニア
層を巻き込む子育て支援活動を企画・立案・実施できるようなプレイリーダーを育成し、地域に根付く活動をします。

重点的取組み１７ 子どもを支援する人材の育成

担当課 子育て支援課

対象者
1　子育て支援員認定研修と松戸市人材バンク制度　　　　　　子育て支援員
2　子どもから広がる地域づくり事業（子育て応援団養成講座） 子育て家庭

計画策定時の状況

1　子育て支援員認定研修と松戸市人材バンク制度
    子育てを支援する人材の育成を実施
    スタッフ養成講座（平成27年度より「子育て支援員研修」）
　 修了者数181名
　 人材バンク
　 録者数217名（うち就労者数109名）

2　子どもから広がる地域づくり事業（子育て応援団養成講座）
    父親のための子育て応援講座「パパ出番ですよ！」全5回実施
    地域の大人たちによる「松戸子育て応援団養成講座」6回実施
    大人と子どもがつながる機会作りと併せて人材を育成

具体的事業 内　容

「子育て支援スタッフ養成講座と人材バンク」の仕組みを拡充し、国が新たに創設する「子育て支援員」の認定研修を実施し、
支援者として実践的に活躍できる人材の育成と確保を図ります。

具体的事業

計画

子どもから広がる地
域づくり事業（子育
て応援団養成講座）
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平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 課題及び対応

子育て支援員認定研
修と松戸市人材バン
ク制度

子育て支援員研修修
了。（受講者45名）
受講者４４名人材バンク
に登録。

子育て支援員研修（平
成29年3月3日全コース
修了）
〈コース〉
地域子育て支援コース・
利用者支援事業
放課後児童コース・放
課後児童クラブ
地域子育て支援コース・
地域子育て支援拠点事
業
地域保育コース・一時
預かり事業
地域保育コース・小規
模保育事業
〈受講者〉87名

子育て支援員研修（平
成30年3月1日全コース
修了）
〈コース〉
地域子育て支援コース・
利用者支援事業
放課後児童コース・放
課後児童クラブ
地域子育て支援コース・
地域子育て支援拠点事
業
地域保育コース・一時
預かり事業
地域保育コース・小規
模保育事業
〈受講者〉48名

受講生のコース選択に
際しては、わかりやすい
事業の説明が必要

子どもから広がる地
域づくり事業（子育
て応援団養成講座）

「冒険子どもの遊び場ボ
ランティア養成講座」と
して開催（15名全３回）

「子どもの命を守るパパ
講座」として男女共同参
画課と共催。全３回開
催（１日目20名　2日目
26名　3日目　14名）

「地域に響けおやじ力」と
して、聖徳大学と共催。
全5回の講習会を開催
予定。　①第1回講習会
（8月6日）「非常時に役
立つキャンプ用具とは」
5名　　　　　　②第2回
講習会（8月26日～27
日）「バーベキューで学
ぶキャンプ道具の活用
法」中止
③第3回講演会「地域に
響く親力」23名
※第４回目以降の講習
会は調整中

平成30年度から子ども
わかもの課へ事業移管

事　業

実績

29

資料１




